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○
 
児
童
福
祉
法
施
行
令
 
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
二
十
九
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
条
の
三
第
一
 
 

第
三
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
三
十
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
五
条
 
 

の
認
定
を
す
る
に
は
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
 
 

議
会
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
 
 

だ
し
書
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
以
下
「
都
道
府
県
児
童
 
 

福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
 
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
法
律
及
び
児
童
 
 

（
削
除
）
 
 

社
会
福
祉
法
、
 
 

矧
四
章
 
養
育
里
親
及
び
児
童
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
 
 

児
童
扶
養
手
当
法
、
 
 

手
当
法
と
す
る
。
 
 福

祉
施
設
 
 

特
別
児
 
 

項
第
三
号
 
 

童
扶
養
手
当
等
 
 

の
政
令
で
定
め
る
法
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
 
 

の
支
給
に
関
す
 
 

里
親
 
 第
二
十
九
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
条
の
三
 
 

第
三
十
三
条
 
 

②
 
法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

③
 
法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

第
三
十
四
条
 
 

第
三
十
五
条
 
 

施
設
、
情
緒
障
害
 
 

を
す
る
に
は
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
（
 
 

同
条
第
．
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
 
 

に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
以
下
「
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
 
 

議
会
」
ど
い
う
。
）
 
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

支
援
が
 
 

自
立
の
た
め
に
同
 
 

第
三
号
に
掲
げ
る
 
 

行
う
こ
と
を
委
託
し
 
 

就
業
の
支
援
を
行
い
、
 
 

と
が
で
き
る
よ
う
、
当
 
 

を
解
除
さ
れ
た
児
童
 
 

せ
る
措
置
と
す
る
。
 
 

て
い
る
環
境
に
応
じ
て
 
 

矧
矧
劃
 
児
童
福
祉
施
設
 
 

必
要
と
認
め
た
 
 

法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

（
略
）
 
 
 

（
略
）
 
 児

短
期
治
療
施
設
若
 
 

措
置
の
う
ち
児
童
 
 

以
外
の
児
童
で
あ
つ
て
、
 
 

て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

適
切
な
同
項
に
 
 

項
の
措
置
は
 
 

項
の
政
令
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

又
は
当
該
援
助
 
 

項
に
規
定
す
 
 

の
身
体
及
び
精
神
の
 
 

項
の
政
令
で
定
め
 
 

で
定
め
る
児
童
は
 
 

を
里
親
に
委
託
す
 
 

規
定
す
る
援
助
及
 
 

当
該
児
童
が
自
立
 
 

し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
 
 

及
び
生
 
 

る
援
助
及
び
生
活
指
導
並
 
 

都
道
府
県
知
事
が
 
 

括
指
導
並
び
 
 

の
規
定
に
よ
り
里
親
の
認
定
 
 

状
況
並
び
に
 
 

る
措
置
は
 
 

前
項
に
 
 

る
措
置
又
は
児
童
養
護
 
 

し
た
生
活
を
営
む
こ
 
 

び
生
活
指
導
 
 

に
就
業
の
支
援
を
 
 

規
定
す
る
措
置
 
 

同
条
第
一
項
 
 

当
該
児
童
の
 
 

び
に
就
業
の
 
 

そ
の
置
か
れ
 
 

並
び
に
 
 

入
所
さ
 
 

2
 
 
 

4  
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十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
 
 
 

五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
 
 
 

定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
 
 
 

は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
 
 
 

法
及
び
こ
の
政
令
中
郡
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
 
 
 

に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

②
～
⑤
 
（
略
）
 
 

⑥
 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
 
 
 

に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 

第
四
十
五
条
の
三
 
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
 
（
以
下
 
 
 

「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
 
 
 

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
丁
条
第
一
項
第
一
 
 
 

号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
 
 
 

験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
 
（
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
 
 
 

を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
 
 
 

に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
 
 
 

十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
 
 

十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
 
 

住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
法
第
 
 

設
置
市
が
行
う
ー
 
 

び
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
 
 
 

る
質
問
等
、
 
 

登
録
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
 
 
 

い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
 
 

時
預
か
り
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
三
 
 

る
児
童
福
祉
に
関
す
 
 

第
三
項
 
 

二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
 
 

る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
 
 

の
規
定
に
よ
 
 

法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
設
 
 
 

置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
 
 
 

等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
支
援
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
 
 
 

事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
 
 
 

で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
都
道
府
 
 
 

県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
 
 

、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
児
童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
 
 
 

あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

②
～
⑤
 
（
略
）
 
 

⑥
 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
 
 
 

に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 
 

七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
四
十
五
条
の
三
 
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
 
 
 

「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
 
 
 

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
 
 
 

号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
法
第
十
八
条
の
八
第
t
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
 
 
 

験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
 
 
 

を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
 
 
 

に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
 
 
 

十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
一
一
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
 
 

事
業
」
 
と
い
う
。
）
 
 

登
録
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
 
 

刹
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
 
 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

項
に
規
定
す
 
 

3  
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⑧⑦  

第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
 
 

項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
 
 

童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
一
一
 
 

十
四
条
の
四
第
t
項
第
二
号
中
「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
 
 

あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
三
十
条
第
 
 

一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
 
 

第
t
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
 
 

第
一
項
及
び
第
三
項
、
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
 
 

ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
 
 

市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
 
 

所
設
置
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
 
 

談
所
設
置
市
の
市
長
を
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
 
 

え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
小
規
模
住
 
 

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
 
 

中 設 項  県
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
法
第
四
十
六
条
第
一
 
 

行
う
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
小
規
模
住
居
型
 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
 
 

の
機
関
を
都
道
府
県
 
 

（
略
）
 
 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
 
 
 

「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
 
 
 

（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
五
十
 
 

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
 
 

児
童
福
祉
審
議
会
と
 
 

第
三
十
三
条
の
十
三
並
 
 

規
定
を
適
用
す
る
。
 
 

（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
 
 

児
童
養
育
事
業
を
行
 
 

み
な
し
て
 
 

に
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
 
 

法
第
三
十
三
条
の
十
二
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

う
者
 
（
都
道
府
 
 

及
び
同
項
 
 

「
市
町
村
 
 

（
略
）
 
 
 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
 
 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
 
 

一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
 
 

の
市
町
村
長
に
脇
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
 
 

う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ
 
 

る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
都
 
 

道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
 
 

区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
l
ニ
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
 
 

経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
 
 

法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
 
 

及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
以
外
の
市
町
 
 

村
」
と
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
 
 

」
一
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

援
助
事
業
を
行
う
者
 
 

」
 
と
、
法
第
五
十
一
 
 

、
第
五
条
第
±
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
所
設
置
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
 
 

事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
を
」
と
、
第
三
十
八
条
中
 
 

「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
 
 

も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

と
、
同
条
第
四
号
中
 
 

五
中
 
「
児
童
自
立
生
活
 
 

又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
 
 
 

条
第
三
号
中
 
 

（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
 
 

援
助
事
業
を
行
う
者
 
 

「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
 
 

」
 
と
あ
る
の
は
 
「
児
童
自
立
生
活
 
 



⑨
 
児
童
相
談
所
設
置
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
三
十
 
 

す
る
規
定
、
法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
 
 

型
児
童
養
育
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
 
 

第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
 
 
 

型
児
童
養
育
事
業
に
つ
 
 

、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
 
 

設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
第
三
十
八
条
 
 

の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
検
査
に
関
す
る
 
 

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 

よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
 
 

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
 
 
 

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
法
 
 

の
都
道
府
県
知
事
の
 
 

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
 
 
 

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
 
 

質
問
等
に
関
す
る
規
定
 
 

⑨
 
児
童
相
談
所
設
置
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
三
十
 
 
 

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
 
 
 

府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
 
 
 

童
自
立
生
活
援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
 
 
 

に
関
す
る
規
定
、
法
第
四
十
六
条
第
t
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
 
 
 

に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 
 

検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 

了   



○
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
二
条
関
係
）
 
 

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
 
 
 

定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
 
 
 

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法
 
 
 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
 
 
 

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
 
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
 
 
 

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
 
 
 

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
 
 

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
同
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
 
 
 

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
粂
の
十
七
ま
で
並
び
に
同
 
 
 

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
 
 
 

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
指
定
等
 
 

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か
 
 
 

ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
 
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
 
 
 

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
 
 
 

等
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
 
 

援
助
事
業
（
第
矧
州
項
l
に
お
い
て
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。
）
オ
 
 

第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
 
 

八
項
に
お
い
て
 
「
小
規
模
住
 
 

は
同
法
第
六
条
の
二
 
 

に
規
定
す
る
 
 

に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
行
う
 
 

一
時
預
か
り
事
業
 
（
第
八
項
に
お
い
て
 
 

第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
」
 
と
い
う
。
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
 
（
第
 
 

同
法
第
六
 
 

「
一
時
預
か
り
事
業
」
 
と
 
 

）
 
に
係
る
同
法
 
 

条
の
二
第
七
項
 
 第

百
七
十
四
条
の
二
十
六
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
 
 

定
に
上
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
 
 
 

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法
 
 
 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
 
 
 

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
 
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
 
 
 

理
す
る
土
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
 
 
 

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
 
 
 

規
定
に
．
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
 
 

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
う
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
向
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
 
 
 

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
並
び
に
同
 
 
 

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
t
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
 
 
 

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
指
定
等
 
 

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か
 
 
 

ら
第
t
l
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
 
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
 
 
 

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
 
 
 

等
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
 
 

福
祉
施
設
に
係
る
同
法
第
四
 
 

）
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
 
 

条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
設
置
す
る
児
矧
剋
 
 
 

援
助
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
同
法
第
五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
 
 

に
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
 
 
 

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
令
第
三
十
 
 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
 
と
い
う
。
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

1
 
 



第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 
 

6
 
 
（
略
）
 
 

7
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第
 
 

2
～
4
 
 
 
（
略
）
 
 

5
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
 
 
 

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
 
 
 

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 

二
号
ロ
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
 
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四
 
 

項
中
 
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
脇
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
職
務
を
行
う
。
」
 
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
 
 

児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
長
」
 
と
、
同
法
 
 

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
 
「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
 
 

祉
審
議
会
を
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
と
み
な
し
て
、
 
 

十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
 
 

十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
、
 
 

お
い
て
 
「
児
童
福
祉
施
設
」
 
と
い
う
。
）
 
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
 
 

よ
る
質
問
等
及
び
同
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
同
法
第
五
十
六
条
 
 

の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
に
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
 
 

る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
 
 

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
 
 

祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
中
都
道
 
 

府
県
に
関
す
る
規
定
 
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
 

は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
 
 

市
が
設
置
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
 
（
第
八
項
に
 
 

の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
 
 

い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
 
 

い
う
。
）
 
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
、
指
定
都
 
 

項
第
l
号
に
掲
げ
る
業
務
 
（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
 
 

第
三
十
三
条
の
十
三
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
五
 
 

関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
 
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
 
 

に
置
か
れ
る
地
方
社
会
福
 
 
 

同
法
第
三
十
三
条
の
 
 

）
 
及
び
同
項
第
 
 6

 
 
（
略
）
 
 

7
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
±
一
条
第
t
一
項
中
「
前
条
第
 
 

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
 
「
前
条
第
一
 
 
 

項
第
二
号
ロ
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
 
 
 

の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
 
「
職
務
を
行
 
 
 

う
。
」
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
 
 
 

あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
長
」
 
と
、
同
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
 
 
 

「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
 
 

2
～
4
 
 
 （
略
）
 
 

5
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
 
 
 

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
 
 
 

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 
 

七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

く
。
）
 
ど
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並
び
 
 

に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
 
 

弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
 
 

と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

7  
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条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

葡
萄
対
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
定
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一
 
 

項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
 
 

定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
 
 

の
は
 
「
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
 
 

第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
 
 

つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
 
 

令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 

検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
 
 

と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
 
 

定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
 
 

項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
五
十
t
条
第
二
号
中
「
費
用
（
都
道
府
 
 

県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
良
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
市
町
村
」
と
あ
・
る
の
は
「
都
 
 

道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
 
 

ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
で
あ
る
 
 

」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
指
定
都
市
を
除
く
。
 
 

）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
を
」
と
、
 
 

同
令
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
 
 

道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
 
 

時
預
か
り
事
業
に
つ
い
 
 

劃
業
l
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
 
 

び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

の
は
 
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

同
法
第
三
十
四
条
の
十
 
 

て
の
都
道
府
県
知
事
 
 

第
一
項
、
第
三
項
及
 
 

行
う
者
 
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
 
」
 
 

の
質
問
等
に
関
す
 
 

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
一
 
 

行
う
者
」
 
と
あ
る
 
 

る
規
定
、
同
法
 
 

者
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
 
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
同
法
第
四
十
六
 
 
 

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
 
 
 

福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
五
十
一
 
 
 

条
第
二
号
中
「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
 
 
 

施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
 
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
 
 
 

令
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
 
 
 

あ
る
の
は
「
指
定
都
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
 
 
 

他
の
者
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
 
 
 

「
指
定
都
市
の
市
長
を
」
と
、
同
令
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
 
 
 

る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
 
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

8
 
指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
 
 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 
 

質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
 
 
 

活
援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
 
 
 

規
定
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
 
 

福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
 
 
 

福
祉
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
 
 
 

府
県
知
事
の
検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
一
な
い
。
 
 
 

生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
」
 
 

」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
t
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
児
童
自
立
 
 
 

以
外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
 
 

て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
 
 

四
条
の
土
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
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十
四
～
二
十
二
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
は
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
 
 
 

、
中
核
市
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
一
項
中
「
前
 
 

項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
t
一
第
一
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
中
核
市
 
（
以
下
 
「
中
核
市
」
 
と
い
う
。
）
 
が
処
理
 
 
 

す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
 
（
次
に
掲
げ
 
 
 

る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
部
道
府
県
に
関
す
る
 
 
 

規
定
 
（
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
 
 
 

定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

十
三
 
中
核
市
が
行
う
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
一
 
 

止
等
に
関
す
る
事
務
 
 

¶
コ
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 

十
一
 
児
童
福
祉
法
第
二
章
第
六
節
の
規
定
に
 
 

十
 
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
t
 
 

一
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
 
 
 

事
務
 
 

二
～
九
 
 
（
略
）
 
 

業
又
は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
 
 

法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
 
 

に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
 
 

の
命
令
に
関
す
る
事
務
 
 

か
り
事
業
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
三
 
 

及
び
第
三
十
三
条
の
六
 
 の
規
定
に
よ
る
措
置
等
に
関
す
る
事
務
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
里
親
の
認
定
に
関
す
る
 
 

規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
同
 
 

条
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
二
項
 
 

よ
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
防
 
 

の
規
定
に
よ
る
質
問
等
 
 

一
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
 
 

十
二
～
二
十
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
は
 
 

中
核
市
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
 
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
 
 
 

項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
、
向
項
の
中
核
市
 
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
 
が
処
理
 
 
 

す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
次
に
掲
げ
 
 
 

る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
 
 
 

規
定
（
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
 
 
 

定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

ヨ
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 
 

業
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
三
十
四
条
 
 
 

の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
 
 
 

限
又
は
停
止
の
命
令
に
関
す
る
事
務
 
 

十
 
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
三
条
第
t
一
 
 
 

項
l
の
規
定
に
よ
る
措
置
等
に
関
す
る
事
務
 
 

二
～
九
 
 
（
略
）
 
 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
里
親
の
 
 
認
定
に
関
す
る
事
務
 
 

（
リ
ノ
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項
の
場
合
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
 
 

る
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
〓
唄
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
 
 

十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
 
 

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
 

と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
三
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
第
二
 
 

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
 

る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
十
条
 
 

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
 
 

「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
 
 

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
」
と
、
「
児
童
 
 

福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
丸
 
 

十
七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
 
 

知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
 
 

祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

特
定
児
童
福
祉
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

は
小
規
模
住
 
 

問
等
に
関
す
る
規
定
、
 
 

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
 
 

又
は
小
規
模
住
居
型
児
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
に
 
 

童
養
育
事
業
の
 
 

同
法
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
法
」
 
 

t
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
 
 

十
五
第
三
項
 
 

つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
 
 

制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
 
 
 

十
四
条
の
十
三
第
一
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
」
 
と
あ
 
 

の
都
道
 
 府
県
知
事
の
質
 
 

と
、
 
「
児
童
福
 
 

項
に
規
定
す
る
 
 

項
、
第
三
項
及
 
 

項
の
場
合
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
 
 

る
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
 
 

十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
 
 

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
 

と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
l
一
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
三
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
第
二
 
 

十
七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
四
項
 
 

」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
l
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
 
 

四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
 
 

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
」
と
 
 

、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
 
 

百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
」
と
、
「
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
 
 

問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
 
 

援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
 
 

定
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
法
」
と
、
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
 
 

の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
児
童
福
祉
施
 
 

設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○
 
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
三
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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児
童
福
祉
法
施
行
規
則
等
 
の
一
部
、
を
改
 
正
 
す
 
る
省
令
案
 
 

新
 
旧
 
対
 
照
 
条
 
文
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二
二
十
八
 
 

・
四
十
一
 
 

16   



○
 
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
 
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
一
条
の
九
 
 

第
一
条
の
八
 
法
第
六
条
の
一
 
 

第
一
条
の
十
 
小
規
模
 
 

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
 
 

業
に
お
い
て
行
わ
れ
る
養
育
は
、
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

時
的
に
預
か
り
、
 
 

）
 
と
す
る
。
 
 

童
を
い
う
。
 
 

七
条
第
一
項
 
 

慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
 
 

に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
 
 

う
と
と
も
に
、
 
 

互
の
交
流
を
行
い
つ
 
 

の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
 
 

一
 
子
育
て
支
援
に
関
し
 
 

「
養
育
者
」
 
と
い
う
。
 
 

育
所
そ
の
他
の
施
設
で
あ
つ
て
、
 
 

識
と
経
験
を
有
す
る
も
の
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

な
支
援
を
行
う
も
の
 
 

虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
 
 

こ
と
が
差
し
支
え
な
 
 

原
則
と
し
て
、
 
 

主
と
し
て
昼
間
に
お
い
て
、
 
 

小
規
模
住
居
型
 
 

法
第
六
条
の
二
第
八
項
に
 
 

第
三
号
の
規
定
に
よ
 
 

以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
 
 

十
組
の
乳
児
又
は
幼
児
 
 

養
育
者
等
に
対
し
、
研
 
 

必
要
な
保
護
を
行
う
も
の
 
 

住
居
型
児
童
 
 

つ
、
委
託
児
童
 
 

一
日
に
三
時
間
以
上
、
 
 

）
 
の
住
居
に
お
い
て
、
 
 

と
す
る
。
 
 

に
つ
い
て
は
、
 
 

い
程
度
の
十
分
な
広
さ
 
 

は
そ
の
委
託
等
を
受
け
た
 
 

て
意
欲
の
あ
る
者
で
あ
つ
 
 

一
第
七
項
に
規
定
す
る
一
 
 

を
配
置
す
る
こ
と
。
 
 
 

豊
か
な
人
間
性
及
 
 

責
任
者
を
設
置
す
る
 
 

同
項
の
厚
生
労
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

り
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

一
時
的
に
困
難
と
な
 
 

児
童
の
養
育
及
び
保
育
に
 
 

条
の
三
十
ま
で
に
お
 
 

事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
 

の
自
主
性
を
尊
重
し
、
 
 

規
定
す
 
 

及
び
そ
の
保
護
者
が
 
 

修
を
実
施
す
る
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

行
わ
れ
な
 
 

か
つ
、
 
 

（
特
定
の
乳
幼
児
の
 
 

複
数
の
委
託
児
童
 
 

を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
 
 

る
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

び
社
会
性
を
養
 
 

働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
 
 

等
必
要
な
体
 
 

の
他
の
場
所
に
お
い
て
、
一
 
 

者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
 
 

時
預
か
り
事
業
は
、
 
 

て
、
子
育
て
に
関
す
る
知
 
 

委
託
児
童
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
週
間
に
三
日
以
上
開
設
 
 

等
の
措
置
を
講
じ
な
け
 
 
 

つ
た
乳
児
又
は
幼
児
に
 
 

い
て
同
じ
。
）
 
が
相
 
 

育
事
業
を
行
う
者
 
 

基
本
的
な
生
活
習
 
 

に
委
託
さ
れ
た
児
 
 

一
度
に
利
用
す
る
 
 

関
す
る
専
門
的
 
 

制
の
整
備
を
行
 
 

の
人
権
の
擁
護
 
 

い
、
委
託
児
童
 
 

み
を
対
象
と
 
 

養
育
事
 
 



第
一
条
の
十
一
 
 

②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

第
一
条
の
十
四
 
小
規
模
 
 

第
一
条
の
十
五
 
 

育
事
業
を
行
う
住
居
 
（
以
下
 
 

条
、
社
会
的
 
 

差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
 
 

型
児
童
養
育
事
業
所
 
 

置
く
専
任
の
養
育
者
を
置
く
も
の
 
 

と
に
、
一
人
以
上
 
 

に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
児
童
の
福
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

の
一
人
を
除
き
、
補
助
者
を
も
つ
 
 

身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
 
 

＼
、
 
0
 
 
 

、
、
1
 
 「

養
育
者
等
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
は
、
 
 

条
の
十
二
 
養
育
者
及
び
補
助
者
 
 

条
の
十
三
 
養
育
者
は
、
委
託
児
童
 
 

各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
委
託
児
童
 
 

こ
と
に
、
三
人
以
上
の
養
育
者
 
 

日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
設
 
 

委
託
児
童
の
居
室
、
 
 

身
分
又
は
入
居
に
要
す
る
費
用
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
 
 

の
当
該
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

の
管
理
者
と
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

住
居
型
児
童
 
 

人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
 
 

以
下
第
 
 

「
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

童
養
育
事
業
所
の
 
 

を
置
か
な
け
れ
ば
な
 
 

と
し
、
そ
の
う
ち
一
 
 

浴
室
、
洗
面
所
、
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

て
こ
れ
に
代
え
る
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

祉
の
た
め
に
必
要
 
 

条
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

備
及
び
 
 

（
養
育
者
が
行
う
養
育
に
つ
い
 
 

委
託
児
童
に
対
し
、
 
 

に
対
し
法
第
四
十
七
 
 

小
規
模
住
居
 
 

の
心
身
に
有
害
な
影
響
 
 

を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
 
 

食
堂
等
委
託
児
童
が
相
互
 
 

養
育
事
業
所
に
生
活
の
 
 

権
限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
 
 

養
育
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 

便
所
そ
の
他
委
託
児
童
が
 
 

設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

委
託
児
童
の
国
籍
、
 
 

な
措
置
を
採
る
と
き
は
 
 

型
児
童
養
育
事
業
所
ご
 
 

ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

人
を
当
該
小
規
 
 

条
第
二
項
の
規
定
 
 

法
第
三
十
三
条
の
 
 

を
与
え
る
行
 
 

）
 
（
以
下
 
 

て
養
育
者
 
 

模
住
居
 
 

本
拠
を
 
 

に
交
流
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